
20

 
3.5 施工ステップ 

本橋は第 5 径間が国道交差点と交差し、A2 橋

台は現況交差点内に造成するため、橋梁架設と交

差点改良を同時施工にて計画している。また、施

工時は A2 橋台背面側に迂回路を造成し、交通切

回しによる施工時交通確保を行う計画とした。 
本橋施工計画において、交差点部における橋梁

架設は、交差点改変を伴う制約条件下での施工の

ため、施工ステップおよび、施工箇所と近接する

仮道交通の施工時安全性確保が課題である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 次元図面による、施工ステップ図の作成では、

近接支障物への干渉や、重機、仮設材設置時の施

工時注意点等の見落としが懸念される。 
本業務では橋梁および交差点の CIM 統合モデ

ルを作成し、ヤード配置や仮設材、施工重機等の

モデル化により、仮道の近接状況を表現すること

で、施工状況の可視化確認が可能となり、施工ス

テップ計画の妥当性、施工時仮道近接状況の可視

化確認による走行車両安全性の確認を行った。 
 

3.6 工種と概算工事費のリンク 

対象橋梁は橋長 L=281m の長大橋であり、橋梁と

交差点改良の施工工程が輻輳する現場特性を踏ま

え、工区割り時に視覚的・直感的に分り易いよう、下

部工構造モデル（LOD300）に概算単価等のコスト情

報の紐付けを実施した。 

作成CIMモデル活用により、工区割り毎の下部工

概算工事費の速やかな把握が可能となり、後工程に

おける、工区割り検討の効率化が期待される。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 まとめ 
本稿では、橋梁設計におけるCIM活用の一例を

示した。 
交差物件や近接構造物等から様々な制約を受け

る橋梁計画では、CIMモデルの活用により、現地と
の整合性や、計画の妥当性について可視化確認が

可能であり、従来の2次元図面のみの設計・計画と
比べ、精度向上、見落とし防止に有効である。 
ただし、現状、2次元図面と3次元モデルを各々作

成するため、作成期間・作業量増加が生じることから、

各ソフトウェア間の互換性向上が課題である。 
本検討が今後の橋梁設計・計画において参考に

なれば幸いである。 

下部工数量工費統括表

工種 種別 単位 数量 単価(千円) 工費(千円)
ｍ3
ｍ3
ｍ3

均しコンクリート ｍ2
基礎材 ｍ2

フーチング
―

P4橋脚

躯体工 躯体コンクリート

基礎工
―

細別

梁
柱

下部工モデル 

図 施工ステップモデル

図 概算工事費紐付けモデル
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共通事業本部 環境部 三田 賢哉

総合技術本部 建築室 原田 慎一

我が国では人口の漸減や少子高齢化により都市部以外では過疎化が進行している

ところがあり、経済衰退の対応策の一つとして各自治体等では地域活性化の取り組

みが行われている。

本稿では、既往の地域活性化の取り組み事業を総合・多様的かつ持続的に推進す

るため、その方針案や着目事項を以下に紹介する。

1 はじめに 
我が国では、全ての国民に同等のサービスを

受ける機会を与え、都市圏における人口集中等

のデメリットを緩和すること等を目的とし、国

土に均衡のとれた発展をさせるための政策とし

て「地域の活性化」が求められている。

2 我が国の地域活性化の取り組み 
我が国では、図 のように、複数省庁にまた

がる横断的な地域活性化政策については 内閣官

房・内閣府 が実施し、所管行政分野の地域活性

化施策については各省庁で実施している。

なお、国の地域活性化の取り組みは、主に 地

方都市 や 地方自治体レベル の経済中心地 中

心市街地や商工業地 を対象としており、さらに

小さな地域 地区・集落 レベルも対象とした取り

組みについては、農林水産省関連で数例係わるこ

ともあるが、基本的に各地方自治体が個別で検討

する流れとなっている。

3 地域活性化の取り組みについて 

3.1 北海道の過疎化の現状 
北海道では、戦後の転入等により 年代

後半までは人口増加が続いたが、以降は一部

の都市地域を除き人口は減少傾向に推移して

いる。近年の公表データ によると、全道の約

にあたる市町村が過疎市町村となってお

り、中には年々限界集落が発生している現状

もみられる。

このような地域情勢を踏まえ、道内の各市

町村では、中長期視点による統合的まちづく

りを示す『総合基本計画』等を基に、図

のように、町内産業の振興 や 地域資源の維

持・保全 を目指し、諸々の地域活性化活動が

取り組まれている。

図 我が国の地域活性化の取り組み例の概要

(※1)内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局
(※2)内閣府 地方創生推進事務局

(※1)重要政策の企画・立案等
(※2)複数省庁にまたがる事項について統合調整

例 ・中心市街地活性化制度 中心市街地における都市機能・経済能力の増進
・総合特別区域制度 包括的・先駆的な地域の取り組みを総合的に支援
・都市再生制度 都市再生による国際競争力の向上、防災機能の確保等

経済産業省 国土交通省

地域における商工業
一般の振興等

市街地の整備改善、
居住空間の整備等

例
・成長産業・企業立地
促進等事業費補助金

・地域自立型買い物
弱者対策支援業務

例
・住民参加型まちづくり
ファンド支援業務

・地域居住機能
再生推進事業

主に 地方都市 や 地方自治体 の
経済中心地を対象

地方自治体内の 小さな
地域 地区・集落 も
対象に含まれることも

農林水産省

農山漁村及び中山間地等の振興等

例
・農山漁村活性化プロジェクト
支援交付金

・中山間地域活性化資金
・農山漁村余暇法

グリーン・ツーリズム法

Heading towards regional vitalization of underpopulated area in Hokkaido 

北北海海道道内内ににおおけけるる過過疎疎地地区区のの地地域域活活性性化化にに向向けけてて  
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3.2 過疎化地区の活性化の意義 
なお、地域活性化にあたっては、 町内産業

の振興 と 地域資源の維持・保全 、これら両

面の特性を合わせ持つ取組等を中軸にするこ

とが、特に限界集落化している地区では有用

なコンテンツとして期待される。

4 地域活性化の方針案とその推進にあたって 
地域活性化の重要な方針は、地域住民がその

取り組みを恒久的に無理なく続けることであり、

近年の国連採択によりあらゆる機関・組織 国・

政府、教育機関、地方自治体等 に積極的に導入

されはじめている

持続可能な開発目標 の考えにも一部合

致する。

過疎化地区においても、自然的・社会的状況を

踏まえ、方針を基に地域活性化事業を行うことが

重要である 表 。

なお、過疎化地区の地域活性化を推進にあたって

は、図 に示すような 課題の解消 や 相乗効果

の事項も盛り込み検討することで、地域活性化事業

を総合・多様的かつ持続的に推進できる。

図 限界集落等における地域活性化の取り組みの考え方

表 過疎化地区の地域活性化の方針案 例

過疎化地区の地域活性化の方針案 例沿岸漁村 備考

当該地区の主要な環境である海洋・沿岸及びその海洋・沿岸資源等を持

続可能な形で活用し、恒久的に無理なく地域地区を維持する。

持続可能な開発目標 の下記目標を参照。

・「 住み続けられるまちづくり」

・「 海の豊かさを守ろう」

図 過疎化地区の地域活性化方針 例 とその着目事項

①①
町町内内産産業業
のの振振興興

②②
地地域域資資源源のの
維維持持・・保保全全

①①及及びび②②のの
両両面面のの特特性性ををももつつ

取取りり組組みみ等等

既存の中核産業の強化
今まで注目度が薄かった
自然・歴史・伝統文化等

相乗効果を生み
持続可能な取り組み等

●●町の
地域活性化

着目事項 地域活性化コンテンツの補足 【物・時間】

着目事項 他地域地区との連携 【情報・時間】

着目事項 中核産業 水産漁業・漁村 コンテンツへのバックアップ 【資金】

着目事項 維持管理体制 定住者・管理者の維持と安全対策 【人】

無無理理ななくく次次世世代代へへとと引引きき継継げげるる地地域域地地区区づづくくりりへへとと

当該地区の主要な環境で
ある海洋・沿岸及びその
海洋・沿岸資源等を持続
可能な形で活用し、恒久
的に無理なく地域地区を
維持する。

●●
●●
町町
●●
●●
地地
区区
のの

地地
域域
活活
性性
化化
のの
方方
針針
案案

例例
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4.1 地域活性化コンテンツの補足 
地域活性化コンテンツだけでは、表 に挙

げるような課題もあり、その対応・補足を追加

検討する必要がある。

4.2 他地域地区との連携 
前記の方針案に掲げたように過疎化地区の

地域活性を 恒久的に無理なく続ける ために

は、その地域活性化事業が単独・孤立化させな

いことが重要である。

図 に示す通り、地域活性化コンテンツの

産業的持続を個別の自治体だけで考えた場合、

その地理 所在地 や実施時期、又トータル的な

コストパフォーマンス等の問題より、そのコン

テンツがうまく認識されず不調になる可能性

もある。

このような単発的な観光・旅行による交流人

口の減少・流出にならないよう、他市町村との

連携を踏まえた地域活性化を主流に考え、互い

のコンテンツを補い合う地域ネットワークに

よる相乗効果で交流人口をしっかり確保する

必要がある。

また、陸路だけでなく、「行き止まりの漁村

集落」等の特徴を活かし、海路交流で結び活性

化を試みる検討も一案になると考える。

4.3 中核コンテンツへのバックアップ 
他の産業によるバックアップ

「水産漁業・漁村」の地域特性を主軸とし

諸々の中核コンテンツを検討していく場合

を例にすると、この中核コンテンツを経済的

に持続させるためにも、図 に示すように、

後背に広がる山林を利用した産業も組み入

れた補完コンテンツによるバックアップを

検討していくことが重要である。

なお、その組み合わせは第一次産業(農業・

林業、水産業)の他、第二次産業(工業)や第三

次産業(観光業等のサービス産業)まで多岐に

渡るものが考えられる。 

コンテンツ商品のイメージ戦略

市町村内や一部地域だけでなく、全国規模

で周知できるコンテンツにしていくため、地

域や環境の特色を盛り込んだ商品の開発等

を地域活性化コンテンツとして挙げること

も重要である※ 。
※ 自然環境要素はイメージ戦略とも親和性が高

く、鳥類や魚類、哺乳類だけでなく、昆虫類や両

生類、植物等の中にも、地域の独自色を高め、人々

に強く印象づけるものが数多く存在する。

表 地域活性化コンテンツに対する課題とその対応・補足
課題・懸念事項等 対応・補足例

① 天候不良等によりコンテンツ イベント、アクティビティ

等 が中止になることもある。また、来訪の方の中には、そ

のコンテンツに参加する家族を待っている人や、予約なし

で希望する客もいる。その場合、その地区に滞在して楽し

む他のコンテンツが未整備であることが多い。

① 当初のコンテンツが主目的でない人にも、その地区を堪

能してもらう他のコンテンツを検討又は整備する。

【例】 ・休憩場・トイレ、食事処 地のもの

・川や沢水・湧き水等を利用した親水施設

② コンテンツの実施がある時季に限られ、それ以外の期間

はクローズ状態 休業 となる。

② 年間を通したアクティビティへの対応を強化・補足する。

【例】 ・釣り人への休息場の提供 番屋等による暖取り

・冬季も可能なマリンスポーツの休息場 着替え、

休眠・仮眠、シャワー施設

③ 活性化を検討している地区・集落が、地元の住民でも定

期的に来訪する機会が少ない。

また、自然災害により通行規制がかかることもあるため、

安定的な来訪に関する不安事項も残る。

③ 能動的に来訪できる仕組みを検討する必要がある。

【例】 ・週末市場の開催 地のものの海産物・山菜・樹実

類等、ジビエ 獣肉等 等

・地域祭りや歴史ゆかりの地の探訪への利用

・スポーツ競技等 マラソン等 へのコース利用

図 地域活性化における他市町村連携の必要性 図 中核コンテンツのバックアップ 例
 

連携による
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○中心産業である水産漁業と漁村環境 沿岸景勝地含む
に関するコンテンツ

中核 主軸 事業となるもの

地域活性化の経済的持続
のためのバックアップ

○後背に広がる山林を利用した林業コンテンツ例
・特用林産物

食品)…シイタケ等のきのこ類、樹実類、山菜類等
薪等)…木炭、バイオマス、ウッドチップ等

中核 主軸 事業を補完するもの
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例えば、海岸等の沿岸岩崖に生息する 魚食

性希少猛禽類のミサゴ をマスコット・イメー

ジキャラクターとした水産加工品の「商品化」

や「配送サービス等」等は地域特徴をアピー

ルできると考える 写真 。
※ 自然環境要素はイメージ戦略とも親和性が高く、

鳥類や魚類、哺乳類だけでなく、昆虫類や両生類、

植物等の中にも、地域の独自色を高め、人々に強

く印象づけるものが数多く存在する。
 

写真 漁村等の地域特徴を表す魚食性猛禽類の

ミサゴ 水産物との係わりのイメージが強い

 

4.4 維持管理体制 
定住者・管理者の維持 産官学との連携等

過疎化地区等でコンテンツ等により地域活

性化を行っても、住民等の定住がないと閑散

とした雰囲気は続いたままでなかなか地域活

性化は推進されない。

しかし、限界集落状態で住民がほとんど住

んでいないことは、逆に地域活性化のまちづ

くりテーマを決めれば、一気に推進できる起

爆剤ともなり得るし、丸ごと地区集落のイン

フラをコンテンツ施設にそのまま転用できる

という利点もある 図 。

図 統一した街並みのイメージ案

なお、複数の大学機関と連携し地域活性に

向けた取り組みを行っている市町村もあり、

これら教育機関や民間企業等の研究施設等を

誘致し、その研究者や管理者等に一定期間を

交替で定住してもらえれば、集落地区として

維持され地域活性化の促進度合いは高まる。

治安対策 定住者維持の副次効果

過疎化した集落をそのままにし、空き家を

放置した状態になると、不審者等が侵入し勝

手に定住利用する等、治安面でも問題が残る。

実際、近年では、周辺国からの漂流民が勝手

に一時定住し、漁業施設 番屋等 で生活や物

品の持ち出し等の不法行為を起こすとともに、

地域の安全性が損なわれた事例もある。

このような観点から、過疎化地区や限界

集落に定住者を呼び戻し定着させ集落の活

気を維持することは、治安維持の観点から

も重要であり、地域活性化の副次的効果が

得られる。

外資等からの環境保全

近年、林野業の衰退や過疎化により山林

の価値が下落し、多くの土地が容易に外資

に売り払われる状況が発生している。ただ

し、これら山林は貴重な地下水や河川源流

部の水源林として機能性を有している。日

本では元々このような山野環境が多いため、

さほど重要な環境ではないとの認識が強い

が、水確保が難しい諸外国から見れば、「宝

の山」のような環境が分布しており、これ

ら環境を戦略的に保全しない手はない。※

山野が多くその面積も広大な北海道では、

特に良質な水源環境が数多あることから、

このように機能性の高い環境を改めて把握

し、保全計画等も併せて地域活性化に盛り

込むことで、地域活性化事業を総合・多様

的かつ持続的に推進する必要がある。
※ かつて福沢諭吉は、地元のある景勝地が売り

にだされていることを知り、私財を投じてその

土地の開発を防ぎ地域の人に譲渡するという、

自然や景観保全のためのナショナルトラスト運

動の先駆けを行っている。

写真 水源となり得る山野の沢

5 おわりに 
地域活性化コンテンツ 観光やレジャー等 の

多様性が求められる今の世の中において、地域

がローカル・ニッチ 独創的な隙間市場 を客観

的 北海道外・国際的 な視野で捉えられるよう、

本資料がその一助になればよいと思います。
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